
三次市教育委員会告示第１０号 

 

 

 三次市高校生地域活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のよ

うに定める。 

 

 

  令和６年３月２２日 

 

 

三次市教育委員会 

教育長 迫 田 隆 範  

 

 

   三次市高校生地域活動支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告    

示   

 

 三次市高校生地域活動支援事業補助金交付要綱（令和３年三次市教育委員会告

示第１０号）の一部を次のように改正する。 

 

 第４条第３項を次のように改める。 

３ 補助金の額は，前項の収入額控除後の補助対象経費とする。 

 附則第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

附則第３項中「６０万円」を「３０万円」に改める。 

   附 則 

 この告示は，令和６年３月２２日から施行する。ただし，附則第３項の改正規

定は，令和６年４月１日から施行する。 

 


